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4 医療現場においては、結核に係 る医療は特殊な

ものではなく、まん延の防止を担保しながら一般の
医療の延長線上で行われるべきであるとの認識の
下、良質かつ適正な医療の提供が行われるべきであ
る。このため、結核病床を有する第二種感染症指定
医療機関においては、結核患者に対して、特に隔離
の必要な期間は、結核のまん延の防止のための措置
を採つた上で、患者の負う心理的重圧にも配慮しつ
つ、療養のために必要な対応に努めるとともに、隔
離の不要な結核患者に対しては、結核以外の患者と
同様の療養環境において医療を提供する必要があ
る:また、患著に薬物療法を含めた治療の必要性に
ついて十分に説明し、理解及び同意を得て治療を行
うことが重要である。

○入院勧告・措置 【法
19条】
○入院に関する基準
【通知】

○退院 【法22条】
○退院に関する基準
【通知】 |

3.病 棟単位から病床単位の
していく中で院内感染予防や、患者中心の
医療の観点から、:中 長期にわたる入院の療
養環境により配慮した方策を講じることが
必要か。
4,入退院基準の妥当性について、検討を継
続していくことが必要か。
5,入 院勧告に従わない患者への対応方策を
検討することが必要か。

3.結核病床 (ユニッ ト化病床含
む)、 モデル病床について、院内
感染予防、療養環境を考慮した施
設基準を定め[る 。
.前 回に入退院基準を変更した後

の検証と評価をきちんと行うべき
であり、基準の見直しについて
は、今後も新しい技術や知見を取
り入れて研究班等で検討を進め
る。  |    、

。強制隔離については現在の法体
系の中でも可能と考えられるが:

実効性を持たせるためにはさらに
何が必要かを研究班等で検討をし
ていく必要がある。

5 医療 機 関 に お い て は 、結 核 の 合 併 率 が 高 い

を有する患者等 (後天性免疫不全症候群、じん肺及
び糖尿病の患者、人工透析を受けている患者、免疲
抑制剤使用下の患者等)の管理に際し、必要に応|じ

て結核発症の有無を調べ、積極的な発病予防治療の
実施に努めるとともに、入院患者に対し、結核に関
する院内感染防止対策を講ずるよう努めなければな
らない。

は、適正な治療を受ける機会を逃すことがないよう
に早期に医療機関を受診し、結核と診断ざれた場合
には治療を完遂するよう努めなければならない。ま
た、結核の患者について、偏見や差別をもつて患者
の人権を損なわないようにしなければならない。

6 国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その
予防に必要な注意を払うとともに、特に有症状時に

○毎年実施する結核予
防週間 【通知】
◆結核予防会が実施す
る結核予防全国大会等

6.結核に対する一般国民の意識が低下 して
いることから、働き盛 りや無保険者、自覚
症状を意識しない者 (他の呼吸器合併症を
持つ者、認知症、喫煙者)等 、対象に焦点
を当てた受診の遅れに対する方策を検討す
ることが必要か。

者、喫煙者に対するアピール方法

への対応 、認知症の

について充実させていく必要があ
る。          l
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う上での服薬確認の

抗結核薬の確保が必要。
(特 に二次抗結核薬などの生産が

中止される可能性のある薬の確
保、現在適応外となつている薬や
今後開発される抗結核薬の早期承
認、他の剤型の導入など)

1 世界保1建機関は、結核の早期制圧を目指して、
直接服薬確認を基本とした包括的な治療戦略 (DOTS

戦略)を提唱しており、現在までに世界各地でこの
戦略の有効性が証明されている。我が国において
も、これまで成果をあげてきた結核に係る医療の供
給基盤等を有効に活用しつつ。服薬確認を軸とした
患者支援:治療成績の評価等を含む包括的な結核対
策を構築し、人権を尊重しながら、これを推進する
こととする。 l

しておくことが必要か。
につ いて、

3:DOTSの 質を同上させ、個別的な思看支I

を行つていくための、医療機関、保健所、
社会福祉施設等を結ぶ地域連携体制のさら
なる強化をどのように促進していくか。

せ、個別的な患者支
検討会の充実、地域連携パスの導
入などを推進する。
また、都市圏の住所不定者や 日雇
い労働者が多い地域では外来医療
施設において、外来治療とDOTSを

含めた患者支援を一体的に行 う医
療提供も検討する。

3.DOTSカ ンフアレンスやコホー2 国及び地方公共団体においては、
とした患者支援を全国的に普及・推進 していくに当
たつて、先進的な地域における取組も参考にしつ
つ、保健所、医療機関t福祉部局、薬局等の関係機
関との連携及び保健師、,看護師、薬剤師等の複数職
種の連携により、積極的な活動が実施されるよう、
適切に評価及び技術的助言を行 うこととする。

○結核患者に対す る
DOTSの 推進について
(平成17年適用)

―「日本版21世紀型

菫環#樹歯「崎覆塁|

においては、地域の医療機関、栗局等と
の連携の下に服薬確認を軸とした患者支援を実施す
るため、積極的に調整を行うとともに、地域の状況

危懲テ漁健掌醤省番[窪最婁経藷警話ぜ省電奮ξ良
援の拠点として直接服薬確認の場を提供することも
検討すべきである。

4 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本 |

物治療の完遂であることを理解し、患者に対し服薬
確認についての説明を行い、患者の十分な同意を得
た上で、入院中はもとより、退院後も治療が確実に
継続されるよう、医療機関等と保健所等が連携し
て、人権を尊重しながら、服薬確認を軸とした患者
支援を実施できる体制を構築することが重要であ
る。

【補助金】 療機関における院内DOTSの着実な実施が重
要であるが、実施率と質の向上を一層図つ
ていくことが必要か。

9.治 療完遂のための思者教育の視点か ら 9.l地域 DOTS」 が有効に成 り立つ

ためにも、入院中の「院内DOTS」

の患者教育を十分に行う必要があ
ることを再認識 し、これを徹底し
ていく。
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に係る医療の提供のための

に対する啓発
めための地域連携の取り組みをシ
ステム化するなど、保健所等の
リーダーシップが重要。

10.結核の診断の遅れに対して、
方策を明示することが必要か。

に係 る医療は、1 結核患者に係 る医療は(結核病床を有する第二

種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関のみで

ξ縫農警2を 9百 黙麓遮ヒ百催轡響挙管恩曇ぶ:下
る。すなわち、結核患者が、最初に診察を受ける医
療機関は、多くの場合二般の医療機関であるため、

な曇?馬電繕霧|:書写慧稽義昆奢ド警層艦量青繕謄
:

し、同時に医療機関内において結核のまん延の防止

のために必要な措置を講ずることが重要である。

一の 4の 項を参照 )

「

T結核病床を有する第二種感染症指定医療機関に

鵜謀導|きぉ晨辱驀場婚曇ネ舞勇貢言EE暑蓋
|げ

丁警
た、結核病床とT般病床を一つの看護単位として治
療に当たる場合もあることから、国の定める施設基

準・診療機能の基準等に基づき、適切な医療提供体
制を維持及び構築することとする。

事業 【補助金】
○法第38条の 2の規定
に基づく厚労大臣の定

畠R曇筆壻響票F辱
機

重要性について、結核研究所、地

方衛生研究所、病院や検査セン

ターなどの各関係機関が相互理解
の下、協調 して進めていく必要が

ある。

11.精度管理の役割と

に行うか具体的に示す ことが必要か。

11.結核菌検査の精度管理について、Il・ 1'口 飛ス ●コ Tえ 上工 V′ ↑H′X目 ■
=l｀

‐ ノ V  ｀ ヽ ′ l Hl′

機関による精度管理体制の構築をどのよう
3~医療機関及び民間の検査機関においては、外部
機関によつて行われる系統的な結核菌検査の精度管
理体制を構築すること等により、結核患者の診断の
ための結核菌検査の精度を適正に保つ必要がある。

得るように努める、また介護や福
祉分野との連携を行うなど、保健
所が地域のインフラの活用を主導
的に進めていくことが重要であ
る。

12.地域医療連携ネッ トワーク構
築のためには、医師会等の協力をいて、都道府県等が具体的にどのように進

めていくかを示すことが必要か。

ッ トワークの構築につ4~■般の医療機関における結核患者への適正な医
療の提供が確保されるようゞ都道府県等において

は〈医療関係団体と緊密な連携を図ることが重要で

5 障害等により行動制限のある高齢者等の治療に
ついて、患者の日常生活にかんがみ、接触範囲等が

非常に限られる場合において、医療機関は、入院治

療以外の医療の提供についても適宜検討すべきであ

る。
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四 |‐
1研究 開 発 の

1 結核対策は、科学的な知見に基づいて推進され
るべきであることか ら、結核に関する調査及び研究
は、結核対策の基本となるべきものである。このた
めt国 としても、必要な調査及び研究の方向性の提
示、海外の研究機関等も含めた関係機関との連携の
確保、調査及び研究に携わる人材の育成等の取組を
通じて、調査及び研究を積極的に推進することとす
る。

費、結核研究所補助、
政府開発援助結核研究
所補助 【補助金】

プゃ感染が起こるリスクのある場の特定の
ための感染経路の把握、また海外からの結
核の輸入の国内感染に与える影響を検証す
るために、分子疫学的調査・研究の強化を
していくことが必要か。

リスクグルー 1.分子疫学的調査|.分子疫学的調査・研究の強化
していくことが必要である。

2 BCGを含む結核に有効なワクチ ン、抗菌薬等の

結核に係る医薬品は、結核の予防や結核患者に対す
る適正な医療の提供に不可欠なものであり、これら
の研究開発は、国と民間が相互に連携を図つて進め
ていくことが重要である。このため、国において
は、結核に係る医療のために必要な医薬品に関する
研究開発を推進していくとともに、民間においても
このような医薬品の研究開発が適切に推進されるよ
う必要な支援を行うこととする。

費、結核研究所補助
【補助金】

二 国における研究開発の推進    、

要とする研究、結核菌等を迅速かつ簡便に検出する
検査法の開発のための研究、多剤耐性結核の治療法
等の開発のための研究等の結核対策に直接結びつく
応用研究を推進し、海外及び民間との積極的な連携
や地方公共団体における調査及び研究の支援を進め
ることが重要である。

1 国は、全国規模の調査や高度な検査技術等を ○厚生労働科学
費、結核研究所補助
【補助金】

;

2開発された革新的技術 (具体例 :耐性遺
伝子診断法、遺伝子タイピング等)に つい
て、臨床現場に適用するために必要な調査
や制度の整備を推進していぐことが必要
か 。                .

2,3.新 技術、新薬の開発が着々と
進んでいるが、これを早期に臨床
現場に適用するために、引き続
き、臨床研究等については積極的
に実施していくとともに、行政、
メーカー、学界などの関係機関が
情報共有を行うことが重要であ
る。

努めることとするも特に、現状では治療が困難な多
剤耐性結核患者の治療法等新たな抗結核薬の開発等
についても、引き続き調査研究に取り組んでいくこ
ととする。なお、これらの研究開発に当たつては、
続結核薬等の副作用の減少等、安全性の向上にも配
慮することとする。

2 国においては、資金力や技術力の面で民間では
研究開発が困難な医薬品等について、必要な支援に 費、結核研究所補助

【補助金】

生労働科学研 3.開 発された医薬品を早期に臨床現場で使
用可能とすることを目的とした、積極的な
関連情報収集などを行つていくことが必要
か 。
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発の

における調査及び研究の推進に当たつ
ては、保健所と都道府県等の関係部局が連携を図り
つつ、計画的に取り組むことが重要である。また、
保健所においては、地域における結核対策の中核的
機関との位置付けから、結核対策に必要な疫学的な
調査及び研究を進め、地域の結核対策の質の向上に
努めるとともに、地域における総合的な結核の情報
の発信拠点としての役割を果たしていくことが重要
である。

医薬品の研究開発は、 の発生の予防及びその

ん延の防止に資するものであるとの観点か ら、製薬
企業等においても、その能力に応 じて推進 されるこ

とが望ましい。

五■国

国等においては、結核対策に関して、海外の政府機
関、研究機関、世界保健機関等の国際機関等との情
報交換や国際的取組への協力を進めるとともに、結
核に関する研究や人材養成においても国際的な協力
を行うこととする」

1 アフリカやアジア地域においては、後天性免疫
不全症候群の流行の影響や結核対策の失敗からくる

多剤耐性結核の増加等により、現在もなお結核対策
が政策上重要な位置を占めている国及び地域が多
い。世界保健機関等と協力し、これらの国の結核対
策を推進することは、国際保健水準の向上に貢献す
るのみならず、在日外国人の結核のり患率の低下に
も寄与することから、我が国の結核対策の延長上の
問題としてとらえられるものである。したがつて、
国は世界保健機関等と連携しながら、国際的な取組
を積極的に行つていくこととする。
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2 国は政府開発援助による二国間協力事業によ
り、途上国の結核対策のための人材の養成や研究の
推進を図るとともに、これ らの国との研究協力関係
の構築や情報の共有に努めることとする。

力
○結核研究所補助、政
府開発援助結核研究所
補助 【補助金】

の七害1以上が医療機関の受診で発
いる一方で、結核に関する知見を十分に有する医師
が少なくなっている現状を踏まえ、結核の早期の確
実な診断及び結核患者の治療成功率の向上のため
に、国及び都道府県等は、結核に関する幅広い知識
や標準治療法を含む研究成果の医療現場への普及等
の役割を担うことができる人材の養成を行うことと
する。また、大学医学部を始めとする、医師等の医
療関係職種の養成課程等においても、結核に関する
教育等を通じて、医師等の医療関係職種の間での結
核に関する知識の浸透に努めることが求められる。

核対策指導者養成研
修)【補助金】
○結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【補助
金】
◇その他、結核研究所
が行う研修事業

病床離れ)使用できないことがあるとの指
摘に対応するために、学会等との連携や、
卒後教育との連携をどのように図つていく
かについて、検討することが必要ではない
か。 |´
2.症例の相談体制確保のため、結核研究
所、高度専門施設を中心とした広域ネット
ワークの構築や、既存のネットワニク
(NHO、 結核療法研究協議会など)の活性

化の具体的な方法を検討していくことが必
要ではないか。          '
<第 16回結核部会「今後の医療のあり方に
関するこれまでの議論の概要」より>

1.結核病床、モデル病床があつても医療ス
タッフが不足 し (医師不足t看護師の結核

が有機的に協調して教育研修を実
施していくことが望ましく、今ま
で以上に手を携えて取り組むべき
である。

2.結核医療に従事する医師や看護
師が減少している中、地域におけ
る症例の相談体制確保のため、結
核研究所や地域の結核拠点病院等
の各関係機関がネツトワーク強化
と、その有効活用を具体的に図つ
ていく工夫が必要である。

関、結核研究所など、各関係機関

の

1 国は、結核に関する最新の臨床知識及び板罷両
修得並びに新たな結核対策における医療機関の役割
について認識を深めることを目的として、感染症指
定医療機関の医師はもとより、一般の医療機関の医
師、薬剤師、診療放射線技師、保健師、助産師、看
護師、准看護師、臨床検査技師等に対する研修に関
しても必要な支援を行つていくこととする。

核対策指導者養成研
修)【補助金】
○結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【ネ甫助
金】       |
◇その他、結核研究所
が行う研修事業  |
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2 回は、結核行政の第T線に立つ職員の資買を向
上させ、結核対策を効果的に進めていくため、保健

所及び地方衛生研究所等の職員に対する研修の支援
に関して、検討を加えつつ適切に行つていくことと
する。      .

○結核研究所補助 (結

核対策指導者養成研
修)【補助金】
○結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【補助
金】

♀る9暑修撃肇
研究所

=関する人

都道府県等は、結核に関する研修会に保健所及び地
方衛生研究所等の職員を積極的に派遣するととも
に、都道府県等が結核に関する講習会等を開催する
こと等により保健所及び地方衛生研究所等の職員に
対する研修の充実を図ることが重要である。さら
に、これらにより得られた結核に関する知見を保健
所等において活用することが重要である。また、.感

染症指定医療機関においては、その勤務する医師の
能力の向上のための研修等を実施するとともに(医
師会等の医療関係団体においては、会員等に対して
結核に関する情報提供及び研修を行うことが重要で
ある。

第七■晋■啓景1及び1本準の専軍‐
― 基本的考え方

1 国及び地方公共団体においては、結核に関する
適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行うこと
が重要である。また、結核のまん延の防止のための
措置を講ずるに当たつては、人権の尊重に留意する
こととする。    ｀

○結核対策特別促進事
業 (結核予防技術者地
区別講習会)【補助
金】
◆結核予防会等による
普及啓発事業

1,国 や地方自治体の関与による地域運携推
進のための普及啓発をどのように行つてい
くことが必要か。

11地区別講習会などを通した国、
地方、現場の連携は重要である。
今後も講習会を継続していくこと
が必要であるということ以上に、
連携においては密接な意思の疎通
と意識共有のための作業が必要で
ある。

2 保健所においては、地域における結核対策の中
核的機関として、結核についての情報提供、相談等
を行う必要がある。 1

3 医師その他の医療関係者においては、患者等ヘ

の十分な説明と同意に基づいた医療を提供すること
が重要である。
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4 国民においては、結核について正しい知識を持
ち、自らが感染予防に努めるとともに、結核患者が
差別や偏見を受けることがないよう配慮することが
重要である。

第ハ■1施設内|(院 内)感染の1防上等■||■ |‐|||

内)感染の防

にお いては、
理下にあるものの、その性質上、患者及び従事者に
は結核感染の機会が潜んでおり、かつ実際の感染事
例も少なくないという現状にかんがみ、院内感染対
策委員会等を中心に院内感染の防止並びに発生時の
感染源及び感染経路調査等に取 り組むことが重要で
ある。また、実際に行つている対策及び発生時の対
応に関する情報について、都道府県等や他の施設に
提供することにより、その共有化を図ることが望ま
しい。          ヽ

2 学校、社会福祉施設、学習塾等において結核が
発生し、及びまん延しないよう、都道府県等にあっ
ては、施設内感染の予防に関する最新の医学的知見
等を踏まえた情報をこれらの施設の管理者に適切に
提供することが重要である。

3 都道府県等は、結核の発生の予防及びそのまん
延の防止を目的に、施設内 (院内)感染に関する情報
や研究の成果を、医師会等の関係団体等の協力を得
つつ、病院等、学校、.社会福祉施設、学習塾等の関
係者に普及していくことが重要であるきまた、これ
らの施設の管理者にあうては、提供された情報に基
づき、必要な措置を講ずるとともに、普段からの施
設内 (院内)の患者、生徒、収容されている者及び職
員の健康管理等により、患者が早期に発見されるよ
うに努めることが重要である:外来患者やデイケア
等を利用する通所者に対しても、十分な配慮がなさ

ることが望ましい。
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ガイ ドライン作り、重症例への対
応等、小児結核診療体制の確保の
ための取り組みが必要である。ま
た、特別に小児結核症例の登録シ
ステムが必要であるかということ
については引き続き検討していく
必要がある。

1.小児結核を診療できる医師の早
成、小児結核症例への相談対応、

1.小児重症患者発生時の医療提供体守
保についてt記述することが必要か。

結核感染危険率の減少を反映して、小児結核におい
ても著しい改善が認められているが、小児結核対策
を取り巻く状況の変化に伴い、個別的対応が必要で
あるとの観点から、接触者健診の迅速な実施、化学
予防の徹底、結核診断能力の向上、小児結核発生動
向調査等の充実を図ることが重要である。

ヒが効果的に行われている
ところがある一方で、必要性につ
いては地域の事情に影響されると
ころがある。引き続き検討をつづ
けていくことが必要である。

2.結 核対策における技術的適正性の維持の

ためには、国や民間の研究機関の技術的支

援のもと、対策実施組織の集約化を図つて
いくことが必要か。

術的適正性の維持の保健所は、結核対策において、市町村からの求めに
応 じた技術支援、法第十七条の規定に基づ く結核に

係る健康診断の実施、憾染症の診査に関する協議会
の運営等による適正な医療の普及、訪間等による患
者の治療支援、地域への結核に関する情報の発信及
び技術支援・指導、届出に基づく発生動向の把握及
び分析等様々な役割を果たしている。都道府県等
は、保健所による公的関与の優先度を考慮して業務
の重点化や効率化を行うとともに、保健所が公衆衛
生対策上の重要な拠点であることにかんがみ、結核
対策の技術的拠点としての位置付けを明確にすべき

〒 具体的な目標

1・ 具体的な目標候補 (案 )が挙げ
られるが、さらに検討が必要であ

1.今後、効果的な結核対策の計画、実施、
評価を行うために、具体的な目標としてど
のようなものが考えられるか。

ことにより、我が国
が、世界保健機関のいう中まん延国・結核改善足踏
み国を脱し、近い将来、結核を公衆衛生上の課題か
ら解消することを目標とするざ具体的には、国にお
いては、二千十年 (平成二十二年)ま でに、喀痰塗抹
陽性肺結核患者に対する直接服薬確認治療率を九十
五パーセント以上、治療失敗 :脱落率を五パニセン
ト以下、人口十万人対り患率を十八以下とすること

を目指すこととする。

二■目標の達成状況の評価及び展開

―に定める目標を達成するためには、本事旨針に掲「

た取組の進ちょく状況について、定期的に把握 し、
専門家等の意見を聴きながら評価を行うとともに、
必要に応 じて、取組の見直 しを行 うことが重要であ
る。




